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１．河川環境をとりまくこれまでの流れ

洗濯などをする暮らしの場としての川の様子 （瀬田川（滋賀県）／昭和２０年代）

かつての川と人との関わり
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川内川下流部（鹿児島県）／昭和初期

大和川（奈良県王寺町）／昭和３０年頃

かつての川と人との関わり

コウノトリと人々が共生している様子（出石川（兵庫県）／昭和３５年）

かつての川と人との関わり
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大量にゴミが投棄された河川
（神奈川県）

スカム

昭和５０年頃の綾瀬川
（東京都、埼玉県）
ゴミやスカム（浮きかす）が
浮いていた

いい水辺が失われた時代

効率的な治水整備により、三面張にされた河川。建物も河川から背を向けた。
（神田川／東京都）

いい水辺が失われた時代
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高い堤防で街と分断された川。（隅田川／東京都）

いい水辺が失われた時代

２．河川環境施策の現状
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〈H6環境政策大網〉
〈H6環境基本計画〉

〈H9環境影響評価法〉

・自然愛護思想の高まり
・地球環境問題への関心
・安全でおいしい水へのニーズ

〈H15自然再生推進法〉
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・三位一体改革・公共事業費の削減

・総合的な学習の時間
・第３回世界水フォーラム
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治水

明治２９年
（１８９６年）

近代河川制度の
誕生

平成９年
（１９９７年）

治水・利水・環境の
総合的な河川制度の

整備

治水 利水

環境

治水 利水

昭和３９年
（１９６４年）

治水・利水の
体系的な制度の

整備

＋

河川法の改正

河川法第１条
この法律は、河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防

止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及
び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理する
ことにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全性の保
持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。

（平成９年改正後）

○「河川環境」とは、河川の自然環境及び河川と人との関わりにおける生活環境である。

○「河川環境の整備」とは、多自然型川づくり、自然再生事業等により積極的に良好な
河川環境を形成することである。

○「河川環境の保全」とは、水質の維持、優れた自然環境や景観を有する区域の保全、
河川工事等による環境に与える影響を最小限度に抑えるための代償措置等により
良好な河川環境の状況を維持することである。

（「逐条解説 河川法解説」河川法研究会編著、大成出版社）

河川法の改正
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多自然川づくり基本指針 （H18.10.13）

「多自然川づくり」とは、河川全体の自然の営みを視野に入れ、地域の
暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、河川が本来有している生物
の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出するために、
河川管理を行うことをいう。

侵食・堆積・運搬といった河川全
体の自然の営みを視野に入れる

地域の暮らしや歴史・文化との
調和にも配慮

「多自然川づくり」はすべての川づくりの基本であり、すべての一級河
川、二級河川及び準用河川における調査、計画、設計、施工、維持管
理等の河川管理におけるすべての行為が対象となること。

１ 「多自然川づくり」の定義

２ 適用範囲

①蛇行部の内側を拡幅する
②地盤高の低い方を拡幅する
③定規断面にしない

土谷川（岩手県）

中小河川に関する河道計画の技術基準 (H20.3.31)
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①護岸ののり勾配は急勾配とし、護岸前面に十分な土砂を確保する。
②現地発生材を基本とする。対象となる河道区間に適した粒径の河床材料を用い、中小洪水で
流失しないよう工夫する。

③河岸ののり面は、河道の平面形やみお筋に対応して変化させるなど、
画一的な断面にならないよう注意する。

元町川（岩手県）

中小河川に関する河道計画の技術基準 (H20.3.31)

２．２．河川環境施策の現状

①水環境整備

②水辺空間の整備

③自然再生

○総合水系環境整備事業
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・河川横断工作物により河川が分断され、魚類の遡上・降下
が困難な区域において、魚道等の整備を行う事業

・自然環境の保全・復元を必要とする区域についての河道整
備、湿地再生等の事業

③自然再生

①水環境整備

②水辺整備

河川環境の教育の場として利用される「水辺の楽校プロジェ
クト」、地域の取組みと一体となった「かわまちづくり支援制度」、
「水源地域ビジョン」に位置付けられた、治水上及び河川利用
上の安全・安心に係る河川管理施設の整備を行う事業

水環境悪化の著しい河川及び濁水、富栄養化、堆砂等の著し
いダムの浚渫事業、浄化施設整備事業、ダム湖周辺保全整
備事業並びに水環境悪化の著しい河川に対する導水事業

円山川（兵庫県）

最上川（山形県）

松江堀川（島根県）

導水後

導水前

総合水系環境整備事業の概要

①水環境整備

２．２．河川環境施策の現状
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都市部の河川水質の環境基準達成率は約７６％
であり、引き続き対策が必要。

青潮による酸素不足からの魚のへ
い死

河床はヘドロ等が堆積
透明感が低く、異臭が感じられる

全国の河川の環境基準達成率は約９４％となっ
ている。しかし、湖沼については、未だ約５６％の
達成であり、引き続き対策が必要。

※指定湖沼において湖沼法に基づいて策定される湖沼水質保全計画
に従い、関係者の役割分担のもとで実施。

アオコの発生回数は減少したものの、依
然として改善されない閉鎖性水域の水質

窒素・リン等の栄養塩類を多く含む底泥の浚渫を行
い、栄養塩類等の溶出を防ぎ、水質の改善を図る。

○底泥の浚渫

○浄化用水の導入
治水、及び利水事業と併せて、流量の豊富な河川
から汚濁の進んだ湖沼等への浄化用水を導入し、
湖沼等の水質の改善を図る。

○植生浄化

汚濁の著しい河川、湖沼において 水質
の浄化を図る

汚濁の著しい河川、湖沼において植生による浄化
を行い、汚濁負荷の削減を図る。

堀川（愛知県）

有本川（和歌山県）

【水環境整備】

水質浄化の取り組み

汚濁の著しい河川、湖沼において水質の浄化を図る

〔底質改善〕〔流況改善〕 〔直接浄化〕

綾瀬川（埼玉県）

松江堀川（島根県）

○接触酸化方式

○植生浄化方式

芦田川（広島県）

中海（島根県・鳥取県）

○導水

芦田川（広島県）

導水ポンプ施設
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清流ルネッサンスⅡ（第二期水環境改善緊急行動計画）
水環境の悪化が著しい河川、都市下水路、湖沼、ダム貯水池等において、水環境改善に積極的に取り組んでい

る地元市町村等と河川管理者、下水道管理者及び関係者が一体となって、「水環境改善緊急行動計画」を策定し、
水環境改善施策を総合的かつ重点的に実施し、水質の改善、水量の確保を図る。（Ｈ12年度創設）

●河川浄化事業
●流水保全水路
●ダム貯水池水質保全
●その他

●公共下水道事業
●流域下水道事業
●都市下水路事業
●水質改善下水道事業
●都市水環境整備下水道事業

●水路などの水質浄化事業
●合併処理浄化槽の設置
●農業集落排水事業
●畜産排水対策
●雨水浸透施設の設置
●美化清掃活動
●排水規制
●その他

清
流
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

河川事業

下水道事業

市町村や

地域住民な
どの取り組
み

【清流ルネッサンスⅡの取り組み 】

清流ルネッサンスⅡの取り組みイメージ

Ⅱ

水質浄化の取り組み

河川のＢＯＤは改善したが、湖沼等の水質はいまだ十分でない

水質浄化の成果
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Ｈ８導水事業実施

導水事業前 導水事業後
千人

水質浄化の事例（松江堀川の事例）

・網走湖は、湖畔に網走近辺の観光の拠点となっている網走湖畔温泉街を有し、夏場はキャンプ等で賑わう
地域の重要な観光資源。またシジミは道内シェア9割を占める地域の特産資源。

・過去、アオコ・青潮の発生等により観光シーズンの景観悪化やシジミの大量死など悪影響が発生。
・網走湖の水環境改善を目指して、清流ルネッサンスⅡにより流域一体となって取り組みを推進。

全道における網走湖のヤマ
トシジミのシェアは約８割あり
有数の漁獲量を誇る。

塩水遡上の制御

塩淡境界面制御装置

網走湖畔の温泉街網走湖畔キャンプ場

水質浄化の事例（網走湖の事例）
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②水辺整備

２．２．河川環境施策の現状

ソフト面

・ 民間事業者による河川敷のイベント広場やオー
プンカフェ等への利用制度（都市及び地域の再
生等のために利用する施設に係る占用の特例）
等を活用

・河川管理者として「地域づくりのためのフォロー
アップ」を積極的に支援

ハード面

・ 治水上及び河川利用上の安全・安心に係る河
川管理施設の整備を通じ、まちづくりと一体と
なった水辺整備を支援

最上川（山形県）

小学校

ワンド

水辺に近づける河岸整備

河川管理者、地方公共団体、
教育関係者、市民団体等の体制整備

水辺の楽校のイメージ図

■水辺の楽校プロジェクト

桐生川水辺の楽校
（栃木県桐生市）

水辺の楽校の登録箇所数の推移

「子どもの水辺」における子どもたちの河川利用の
促進、体験活動の充実を図るための水辺の整備

水辺空間とまちの空間の融合が図られた、良好
な空間形成を目指す取組み

■かわまちづくり

0
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"登録箇所数"

281

「水辺整備」
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・河川管理者として、必要な調査や情報提供等により、計画の実現を支援

・民間事業者等によるオープンカフェ等への河川空間の解放の促進
（河川敷地占用許可準則：都市及び地域の再生等のために利用する施設に係る占用の特例）

河口から水源地まで様々な姿を見せる河川とそれに繋がるまちを活性化するため、地域の景観、歴史、文化
及び観光基盤などの「資源」や地域の創意に富んだ「知恵」を活かし、市町村、民間事業者及び地元住民と
河川管理者の連携の下、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指す。

治水上及び河川利用上の安全・
安心に係る河川管理施設の整備
を通じ、まちづくりと一体となった
水辺整備を支援

（河川管理用通路や親水護岸整
備等）

河川敷地占用許可準則の適用事例

道頓堀川（大阪府）

元安川（広島県）

ソフト施策による⽀援

ハード施策による⽀援

河
川
区
域

民
間
建
物

観光船

切符売場
（船着き場箇所のみ）

オープンカフェ 日よけ

突き出し看板

イベント用器材
（照明等）

広告板

平成２３年３月の準則改正により、全国の河川で民間
事業者が、飲食店、オープンカフェ、広告板、照明・音
響施設、バーベキュー場等を設営することが可能に

河川空間の利用イメージ

ミズベリングによる⽀援

「かわまちづくり」

ミズベリングによる⽀援

市民、企業、行政が三位一体と
なり、日本の水辺の新しい活用
の可能性を考え、創造していくミ
ズベリングプロジェクトを全国45
か所で展開中

「ミズベリング・プロジェクト」とは、
かつての賑わいを失ってしまった⽇本
の⽔辺の新しい活⽤の可能性を、創造
していくプロジェクト。ミズベリング
は「⽔辺＋RING(輪 )」、「⽔辺＋
ING(進⾏形)」、「⽔辺＋R(リノベー
ション)」の造語。

【H26.3 ミズベリング東京会議】
約200名の市民、企業、行政が
参加。ＪＲ東日本、伊藤忠商事、
ＪＴＢ、タリーズコーヒー等の民
間企業も参画

隅田川の「水辺の未来図」

観光などの活性化に繋がる景観・歴史・文化等の河川が有する地域の魅力という「資源」や地域の
創意としての「知恵」を活かし、地方公共団体や地元住民との連携の下で立案された、実現性の高い
河川や水辺の整備・利活用計画による、良好なまちと水辺が融合した空間形成の円滑な推進を図
る。

住民等 市町村 河川管理者

かわまちづくり計画作成

申請書作成・提出
河川
局長登録

事業の推進（ソフト・ハード）

水辺と周辺地域の魅力向上

フォローアップ

・水辺整備
・占用特例措置

等

支援・助言

「かわまちづくり」により地域が活性化

連携 連携

「かわまちづくり支援制度」
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かわまちづくりの事例①

○信濃川やすらぎ堤地区では、新潟市のまちづくりと一体となって、河川管理用通路等の整備を行うとともに、民間
事業者によるオープンカフェ等の設置と合わせて、良好な水辺空間を形成し、水辺の賑わいを創出することで、交
流人口の増加による地域の活性化を図り、観光地としての魅力を向上させる。

○平成２８年度より、河川敷地占用許可準則の緩和措置を活用し、民間事業者による飲食店１２店舗の営業がス
タート。「水の都新潟」のシンボル的な空間として都市の新たな魅力を創出。

かわまちづくりの事例②

○美瑛町は「丘のまちびえい」として広く知られ、市街部周辺の丘陵地の美しい景観や、世界的に有名となった「青い池」、サイクリングへの参加を目
的に、外国人観光客を含む多くの観光客が訪れている地域である。

○美瑛川の河川空間を活用し、離れた２つの観光エリアを結ぶことにより観光客の増加を期待。
○美瑛川自体も新たな観光資源として位置づけし、サイクリング愛好者や新たな観光客の掘り起こしによりさらなる観光客の増加を期待。
○地域との連携を図ることにより美瑛川沿いのカフェやペンションなどの利用客増加を期待。

美瑛町による
サイクルツーリズムの振興

年間約35万人の観光客が訪れる青い池

整備前 整備イメージ

美瑛川の
河川空間を
サイクリング
などで活用

サイクリングロードとして活用
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国土交通省

静岡市
水辺の楽校協議会等

・子どもの水辺協議会（H14～H18）の開催
・水辺の楽校プロジェクトの登録（H16.3登録）

・親水施設の整備、維持管理
・親水イベントや環境教育の開催

・高水敷整正、坂路、階段、親水護岸の整備

連携

H21.7子供達への環境教育

H23.7.18アマゴのつかみ取りH24.9.1世話人によるスイカのサービス

H24.8.26水辺の楽校の賑わい（この日1,000人以上）
水辺の楽校

安倍川

高水敷整正

親水護岸

階段

坂路

安倍川牛妻地区は、静岡市と地域住民団体等が連携

し自然体験学習の場としての利活用をめざした水辺整

備が行われており、多くのイベント等で賑わいを見せて

いる。

【安倍川 牛妻地区の事例】 静岡県静岡市

水辺の楽校の事例

③自然再生

２．２．河川環境施策の現状
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魚道の設置やワンド・湿地の整備等、魚類や水生生物の保全に
配慮して良好な河川環境を創出している。

自然再生

〔ワンドの整備〕 〔湿地再生〕

江戸川（千葉県）

多摩川（東京都）

円山川（兵庫県）

釧路川（北海道）

庄内川（愛知県）

大和川（奈良県）

〔河川の連続性の確保
（魚道の設置）〕

昭和20年代

湧水等による水面の維持

昭和初期までの
蛇行した流れの跡

樹林の壮齢化

乾燥化による湿地環境の減少

平成12年

薪炭の採取や洪水
による樹林の撹乱

上池
中池

下池

中池上池

水面の減少

下池

旧流路の水辺面積の変化
（空中写真により推定）

0

5

10

15

20

昭和２０年代 平成１２年

ha荒川太郎右衛門地区の旧流路沿川は、荒川氾濫原本来の多様
な自然が残された貴重な動植物の生育・生息空間。しかし、高水
敷の乾燥化による湿地の減少、洪水等攪乱の減少による河畔林
の壮齢・単調化により生物の生息・生息環境が減少。

このため、かつて見られた湿地環境を保全・再生するため平成１

５年７月「自然再生推進法」に基づく自然再生事業として全国に先
駆け協議会を設置し、構想、実施計画をとりまとめ自然再生事業
を推進。

自然再生の取り組み事例（荒川の事例）

18
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伊奈町

上尾市

桶川市川島町

太郎右衛門橋

圏央道 河口から54km

河口から50.2km

①～⑥
整備箇所

整備箇所（旧流路の保全再生

上池

中池

下池

①

②

③

④

⑤

⑥

整備内容：

●『旧流路の保全・再生』のために旧流路の堆積物を

掘削し水面を再生（①上池再生、④中池保全、⑥下池保全）

●『湿地環境の拡大』のために、河川敷の一部を掘削し

『湿地環境』を再生（②）

●『河畔林の保全・再生』のために外来種を除去し、

ハンノキ等の幼木を移植（③、⑤）

整備前 ： 水面がほとんどない（上池）

整備後 ： 水面を含む水辺が再生

平成24年6月8日撮影

水辺を利用する生物の生息・生育場所が拡大

ニホンアカガエル
埼玉県レッドリスト：地帯別危惧

エキサイゼリ
環境省レッドリスト：準絶滅危惧
埼玉県レッドリスト：絶滅危惧ⅠA類

ミドリシジミ
埼玉県レッドリスト：準絶滅危惧

整備箇所で希少種確認

自然再生の取り組み事例（荒川の事例）

現地での会議

ハンノキ周辺の下草刈り

●協議会委員との協働調査、維持管理活動
事業の実施体制

管
理

方
針

荒川太郎右
衛門地区
自然再生

基盤整備、保全作業等

草等の処分､広報作業参加

助言・指導

作業参加
環境教育の推進調整

作業実施･指導等

参加･協力

教育関係機関

埼玉県

河川管理者

専門家

地元住民

環境団体
荒川太郎右衛門
自然再生協議会

地域団体 参加

上尾市･桶川
市･川島町

自然再生推進法による協議会の実施計画に基づき、国・自治
体・市民等が役割分担を明確化して事業実施

ミドリシジミ調査

自然再生の取り組み事例（荒川の事例）

地域との連携の取組

事業の実施に当たっては、地域のＮＰＯ団体や地方公共団体、学識経験者等の多様な主体が
参画した『荒川太郎右衛門地区自然再生協議会』で議論し、地域が一体となって当該地区の自然
再生を実施。
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釧路湿原は我が国最大の湿地であり、S.55年に我が国第１号のラムサール条約登録湿地。流域の経済活動の
拡大に伴い、この６０年間で湿原面積の約３割が減少し、ハンノキ林が約４倍に拡大する等、質的・量的な変化。

湿原面積の急激な減少と湿原植生の変化

関係機関と連携した対策を実施

釧路川（北海道）の事例

自然再生の事例（河川の再蛇行：釧路川の事例）

直線化した河川

再蛇行した河川

土砂流入量が約９割減少する等の成果

自然再生の事例（河川の再蛇行：釧路川の事例）
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多摩川（東京都）の事例

自然再生の事例（魚道の整備：多摩川の事例）

魚道の整備等

図．多摩川における河川環境とアユの遡上

自然再生の事例（魚道の整備：多摩川の事例）

21
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３．河川環境施策の更なる発展

① 「川の中」の事業から「流域」連携へ

② ミズベリング・プロジェクトの取組

３．河川環境施策の更なる発展

① 「川の中」の事業から「流域」連携へ
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人工巣塔の整備

・・・生態系ネットワークに係る協議会が設立済み

・・・協議会設立に向け、検討委員会等を立ち上げ検討中

・・・協議会設立に向け、調査検討中

生態系ネットワークとは・・・

国土の生態系ネットワークの重要な基軸である河川等での取組に併せ、コウノトリ等の分かり易くかつ象徴的
な種を目標に設定し、市町村、NPO等の多様な主体や流域の農地・里山における施策とも連携し、地域づく
りや観光振興に貢献する取組

河川～支川・水路の
連続性確保（魚道設置等）

里山林の整備

湿地・多様な流れの創出

全国の生態系ネットワーク
の取り組み状況

無農薬農法の実施

81

「川の中」の事業から「流域」連携へ（生態系ネットワークの形成）

「川の中」の事業から「流域」連携へ（円山川流域の事例）

１９６０年

１９７１年
国内野生絶滅

１９６０年

（出典：豊岡市資料 等）
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死者 ７人 負傷者 ５１人 浸水面積 ４，０８３ｈａ
家屋全半壊 ４，０３３戸 浸水戸数 ７，９４４戸

円山川
豊岡市街地

堀川橋

六方川

立野大橋

六方平野

堤防決壊（立野）

本川 立野地先堤防決壊

<国管理区間>
堤防決壊2箇所、越水２９箇所

豊岡市街地（内水）

本川 立野地区 堤防決壊

円山川における豪雨災害 （平成16年 台風23号）

46

「川の中」の事業から「流域」連携へ（円山川流域の事例）

朔望平均満潮位 TP+0.76m

朔望平均干潮位 TP-0.10m

年平均水位 TP+0.31m

堤 防

高 水 敷

低水路

朔望平均満潮位 TP+0.76m

朔望平均干潮位 TP-0.10m

年平均水位 TP+0.31m

切下高（湿地高） TP+0.00m

堤 防

高 水 敷

湿 地
低水路

◆従来の掘削方法

◇今回の掘削方法

治水効果だけでなく、魚類の生息やコウノトリの採餌場所としての機能を持った湿地を再生

堀川橋上流右岸（H17年度掘削完了）

低水路全体を深く掘り拡げる
のではなく、年平均水位よりや
や低いTP+0.0mまで切り下
げ。

47

「川の中」の事業から「流域」連携へ（円山川流域の事例）
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失われた湿地環境を再生するために、地域や各機関の取り組みと連携を図った
一体的な湿地整備を実施

48

湿地整備

約 15ha

出石川加陽地区大規模湿地

●地域と連携した維持管理

●地域と連携したモニタリング

●環境教育フィールドとしての活用

●親水空間

★地域と連携した維持管理

日常管理（草刈、巡視等）：市・地元

補修や浚渫等：国

対象範囲：閉鎖型湿地とその付帯施設

国 市

地元

情報
共有

管理協定

管理委託

環境学習の実施地元小学生による魚類調査

閉鎖型湿地

多様な流れのあ
る川

開放型湿地

「川の中」の事業から「流域」連携へ（円山川流域の事例）

●

【

コウノトリの郷公園

県・市が設置した
人工巣棟整備

無農薬・減農薬米栽培による
採餌環境の向上

国による円山川での湿地整備

（出典：豊岡市資料 等）

「川の中」の事業から「流域」連携へ（円山川流域の事例）

地域が一体となり、コウノトリの生息・生育環境を整備
（エコロジカル・ネットワーク形成）
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２００５年 放鳥

（出典：豊岡市資料 等）

治水と環境の両立

「川の中」の事業から「流域」連携へ（円山川流域の事例）

平成１７年９月 初めての試験放鳥

平成１８年９月 円山川河川敷においての放鳥

平成２３年 本格的野生復帰開始

平成２４年 放鳥３世が巣立ち

平成２６年４月 ７２羽が野外に生息

2012年6月6日 神戸新聞

50

25

0

（万人）

【コウノトリ文化館 入館者数】

年度
（平成）

・有機農法米の価格プレミア（54％超）
・観光分野でも年間10億円以上の価値
⇒豊岡市内所得が1.4％増加

【河川内の湿地に
訪れたコウノトリ】

【「コウノトリ育む米」の売上高の推移】

2  6  22 

82 
104 

172 

224 
236 

280 
306 

0

50

100

150

200

250

300

350

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

売
上
高(

百
万
円)

試験放鳥開始から7年間で、
22百万円から３億円に増加

放鳥

【日本酒・米のブランド化】

「川の中」の事業から「流域」連携へ（円山川流域の事例）
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３．河川環境施策の更なる発展

② ミズベリング・プロジェクトの取組

基本コンセプト

水辺とまちの未来のかたちをデザインし、「つくる」だけでなく「育てる」こと
を視野に入れた持続可能な未来の創造に貢献するため、

①まちにある川や水辺空間の賢い利用

②民間企業等の民間活力の積極的な参画

③市民や企業を巻き込んだソーシャルデザイン

の３つを基本コンセプトとして、街における川や水辺の魅力や価値、街における川
づくりや水辺づくりに求めること、賢い利用、各主体の関わり方等について考え、
水辺とまちの未来を創造していくための取り組みを推進していくことを打ち出すこ
ととした。

53
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54

◇ 「全国の水辺自慢写真」の募集・公表

全国各地より、地域のシンボルとなっている「美しい水辺とまち｣をテーマに風景写真を募集。
「全国の水辺自慢写真集」として国土交通省ＨＰ等で公表。

◇ モデルプロジェクトの推進

これまでに東京・隅田川、大阪・大川等で整備されてきた水辺を「育てる」ための取組を展開。

◇ 水辺とまちのソーシャルデザイン懇談会の開催

各界の有識者等からなる懇談会を設置し、水辺とまちの未来創造に向けたメッセージを発信。

◇ ミズベリング・プロジェクトの展開

社会の関心を全国的に高め、様々な立場からの参画を得るための取組を展開。

社会の関心を高め、様々な立場からの参画を得るための取組

国土交通省 水管理・国土保全局の廊下を全体的に
ギャラリーとして活用し、全写真を展示

「全国の水辺自慢写真集｣の募集・公表

55

○川や水辺の様々な魅力や価値を再認識するとともに、他
の地域の水辺の風景に接することにより、今後の水辺づ
くりを考えるきっかけとなることを期待し、地域のシン
ボルとなっている「美しい水辺とまち｣をテーマに風景写
真を募集。

～河川の美しさを再認識し、魅力ある水辺づくりへの意識の醸成～
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各界の有識者等からなる懇談会を設置し、ご意見・アイデア等をいただきながら、
美しさと風格を備えた魅力的な水辺とまちの未来創造に向けたメッセージを打ち出
し、発信する。

災害対策支援船「あらかわ
号」船内（隅田川）で開催

スカイツリーの見える
隅田川沿いのカフェで開催

水辺とまちのソーシャルデザイン懇談会の開催

商業施設として生まれ変
わった神田川沿いの旧万
世橋駅のイベントスペース
で開催

メッセージブック
～ここから水辺の未来が動き出す～

（１） 水辺は猥雑で色気があった。日本
の水辺は世界に誇れるものである
はず

（２） 河川空間は公共空間なのに自由に
使えない？

（３） 水辺を使い倒して、楽しみ倒す
（４） 地域固有の歴史・文化を活かしつ

つ、クリエイティブに再生する
（５） 自分たちで水辺を楽しむ礼儀作法

をつくる
（６） 水辺の利用者、地域住民、行政を

つなぐコーディネーターが必要
（７） 行政は公平、公正、中立の姿勢は

重要であるが、新しい提案を受け
入れたりする度量をもつ

（８） 持続可能性を担保する資金調達や
規制緩和のしくみ

（９） 未来の水辺に向かってつなげる、
育てる

（１０）水辺の使い方に対する共感と実践
を広げていくためのプロモーショ
ンの方法

56

第１回懇談会
［平成25年12月27日］

第３回懇談会
［平成26年2月7日］

第４回懇談会
［平成26年2月27日］

国際都市間の競争が激しくなり、日本ブランドを如何にメイキングしていくかが

ますます重要になってきている中、日本の水辺とまちの未来創造に向けたメッ

セージを、世界に向けて、そして日本の未来に向けて送ります。

民間企業等の動き

57

これらの行政の動きに呼応して、民間の主導により、水辺に関心の高い方たち
が、水辺の将来について語り合いながら交流、連携を深める「東京リバーサイドラ
イフドリンクス」が開催。

第１回（平成25年9月26日） 第２回（平成25年12月4日）

水辺におけるビジネスチャンスの発掘や、水辺文化の発信源となって
いくことを期待。

○東京リバーサイドライフドリンクス
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かつての賑わいを失ってしまった日本の水辺の新しい活用の可能性を、創造していくプロジェクトで
す。ミズベリングは「水辺＋RING(輪)」、「水辺＋R(リノベーション)＋ING(進行形)」の造語。水辺に興味
を持つ市民や企業、そして行政が三位一体となって、水辺とまちが一体となった美しい景観と、新しい
賑わいを生み出すムーブメントを、つぎつぎと起こしていきます。

「ミズベリング・プロジェクト」の始動

●全体コンセプト・目的等の
基本情報発信源

●情報のゲートウェイ
●活動の全容俯瞰
●事務局情報の発信
●国内情報・海外情報の紹介

●水辺の活用バイブル
●憧れと楽しさ、世界の魅力的な

事例の紹介
●ノウハウの蓄積
●事業スキーム

●地方展開
●水辺に関心を惹き付ける

イベント
●イベント同士のネットワーク化
●ＳＮＳを駆使した情報拡散と共有
●人材発掘

●水辺への投資を誘発するエンジン
●水辺の物件や土地、店舗、公共空間

等をフラットに紹介
●占用許可エリア等の情報の紹介

●活動拠点＝水辺ラボの設置
●水辺の新たな担い手を育成する

ツール
●活用アイデアや法制度、プロジェクト

の進め方、ファイナンスなどの実践的
ノウハウ

●２０２０東京オリンピックに合わせた
国際会議

●東京会議の発展型
●日本の水辺文化を海外へ発信
●「ＭＩＺＢＥＲＩＮＧ」の国際言語化

ミズベリング・プロジェクト事務局

国土交通省

【ミズベリング・プロジェクト事務局の機能】
●行政・企業・市民の情報ゲートウェイ
●マッチング媒体
●各タスクフォースへの指揮、集約
●各種プロモーション
●先進事例、海外事例等のノウハウの蓄積
●人材発掘・育成

ミズベリング
ＨＰ

ミズベリング
ブック

ミズベリング
プロモーション

ミズベラボ
＆

スクール

ミズベリング
Ｒ不動産

ミズベリング
EXPO

地方公共団体

民間企業 市民団体 個 人

ストラテジー
の共有

情報収集・提供

ニーズの収集・取材、人材育成等

58

http://mizbering.jp/

外から中に作戦

市民 NPO 企業

行政

ここから始める
（私が始める）

振動伝える

・水辺に新しい関心を集める
▼

・水辺に新しいアイデアを育てる
▼

・新しい水辺の関係を作る
▼

・新しい水辺のビジネスや活動を育てる
▼

・新しい河川行政の人を育てる

・水辺を楽しむ人
・水辺で街を変える人
・水辺で新しいビジネスを作る人 を増やす

59

ミズベリング・プロジェクト概念図
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行政
・施設管理者

国土交通省

民間企業
・投資家

市民団体
・個人

ストラテジー
の共有

●行政・企業・市民の情報ゲートウェイ
●マッチング媒体
●各タスクフォースへの指揮、集約
●各種プロモーション
●先進事例、海外事例等のノウハウの蓄積
●人材発掘・育成

ミズベリング・プロジェクト事務局

・制度・利活用方策
の提案
・情報提供

・占用許可
・共同参画
・情報提供、収集

・プロモーション
・先進事例等の情報提供
・ノウハウの提供

・相談
・資金提供
・情報提供

・相談
・人材提供
・情報提供

・プロモーション
・先進事例等の情報提供
・ノウハウの提供

60

かつての賑わいを失ってしまった日本の水辺の新しい活用の可能性を、創造していくプロジェクト。

ミズベリングは「水辺＋RING(輪)」、「水辺＋R(リノベーション)」、「水辺＋ ING(進行形)」の造語。

水辺に興味を持つ市民や企業、そして行政が三位一体となって、水辺とまちが一体となった美しい景観と、

新しい賑わいを生み出すムーブメントをつぎつぎと起こす取り組み。

ミズベリング・プロジェクトの推進

水辺とまちのソーシャルデザイン

懇談会の開催

第１回懇談会
［平成25年12月27日］

news every(日本テレビ)

メッセージブック
～ここから水辺の未来が動き出す～

第４回懇談会
［平成26年2月27日］

神田川沿いの旧万世橋駅（マーチ
エキュート）で開催

美しさと風格を備
えた魅力的な水辺と
まちの未来創造に向
けたメッセージ

参加者のアイディアを集約した「水辺の未来図」

ミズベリング東京会議［平成26年3月22日］

・｢ミズベリング
プロジェクト｣の
存在を内外に示
すプログラム。
約２００名が参
加。水辺に未来
の可能性を感じ
る人のつながり
を作り、さらに
社会的機運を生
み出すきっかけ
に。

めざましテレビ（フジテレビ）

ミズベリング・インスパイ
ア・フォーラム
［平成27年1月29日］

・全米で最も住みたい
まちNo.1といわれ、
世界の注目を集める
ポートランドに学ぶ日
本の水辺の創造を目的
に約230名が参加。

ミズベリング・プロジェクトの展開

ポートランドのキーパーソンから
まちづくりのヒントを伝達

ミズベリングジャパン会議
［平成28年3月3日］

・水辺活用の先進事例
紹介、編集者からみた
水辺の価値のプレゼン
テーションの後、経済
系学識者、公共空間リ
ノベーション専門家、
水管理・国土保全局長
によるクロストークを
展開。約630名が参加

連

鎖

連

鎖
連

鎖
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インスパイアトーク

全
国
45
ヵ
所
で
ミ
ズ
ベ
リ
ン
グ
会
議
開
催

H28.7.24

現在

ポートランド式ワークショップ

鉄道会社 建築家 まちづくり

プランナー

先進事例プレゼンター

「ミズベリング・プロジェクト」の推進
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